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避難地域の復興・再生

○ ふるさとに安心して帰還できる医療・介護、住宅や買い物環境の整備等を推進。

○ 葛尾村の特定復興再生拠点区域において、来月、帰還困難区域としては初めて、居住に向けた避難指示解除を予定。さらに、

大熊町及び双葉町においては、住民説明会などの取組が進められ、富岡町では準備宿泊が開始されるなど、復興に向けた歩み

は着実に前進。

○ 一方、避難指示の解除の時期の違いなどにより地域によって復興のステージは大きく異なっており、復興の進捗に応じたき

め細かな対応が必要。

○ さらに、避難生活の長期化等に伴い、避難者を取り巻く課題は個別化・複雑化しているため、日常的な見守り活動や、避難

者一人一人への心のケア等、今後も丁寧な対応が必要。

避難地域の復興・再生に向けた取組①

解除の目標
準備宿泊開始・
開始目標

葛尾村
令和４年６月12日

（予定）
令和３年１１月３０日

大熊町
令和４年6月下旬
～７月上旬

令和３年１２月 ３日

双葉町 令和４年６月以降 令和４年 １月２０日

浪江町 令和５年３月 令和４年秋頃

富岡町 令和５年春頃 令和４年 ４月１１日

飯舘村 令和５年春頃 令和４年秋頃

解除時期 区分 市町村 居住率

－ － 広野町 90.1%

平成26年 全域解除
田村市
（都路地区）

84.5%

平成27年 全域解除 楢葉町 62.5%

平成28年

一部解除 葛尾村 34.4%

全域解除 川内村 82.4%

一部解除
南相馬市
（小高区等）

58.8%

平成29年

全域解除
川俣町
（山木屋地区）

49.0%

一部解除 浪江町 11.5%

一部解除 飯舘村 29.9%

一部解除 富岡町 15.7%

平成31年 一部解除 大熊町 3.6%

令和2年 一部解除 双葉町 －



避難地域の復興・再生に向けた取組②

○ 福島イノベーション・コースト構想の推進による新たな産業の創出や地元企業の参入を促進し、避難地域への産業集積が必

要。

○ 農林水産業の再生もいまだ途上。営農再開を加速化させるため、高付加価値産地構想の実現に向けた取組を進めるととも

に、水産業については、流通加工・消費対策や施設等基盤の整備、担い手育成への支援など、生産体制の強化が必要。

○ 海の魅力を発信するブルーツーリズムの推進などにより国内外からの観光誘客の促進に取り組んでいく必要。

○ 地域の担い手・人手が不足していることから、帰還政策を基軸としながら、新たな活力を全国から呼び込み復興を加速化さ

せるための移住・定住の促進が必要。

○ 新たに策定した県総合計画等の取組を着実に実行。


